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私が加害者（　　　　　　　　）に対して有する損害賠償請求権は、法令（むに より 、保険者が

保険給付の限度において取得するこ とになり ます。

つきましては、保険者 （む が損害賠償額の支払の請求を加害者の加入する損害保険会社等に；ほう

際、 請求書－まに色該保険給付に係る診療報酬明細書の写 しを添付する こと に回意し ます。

なお、私が損害保険会社等へ自棄車損害賠償貴イヨＥ保険への請求をし、保険金等を■領 した とき は、

保険者は受領金額並びにそのＩ大１訳等の各種情報について照会を行い、損害保険会社等からその照会

｜大ｌ容について情報提供を受ける こと 、保険者が【ｌ療機関にが して事なによる診療に関する｜大ｌ容の照

会を行い、Ｅ療機関から情報提供を受けるこ とに回意します。

あわせて。次の事項を守る こと を誓約します。

１

２

３

加害者（保験会社 ・共済団体） と示談を行お うと する場合は必ず事前にその ｜大Ｉ容を串 し出 るこ

と。

加害者（保険会社 ・４済回体） に白紙委任状を渡さないこ と。

加害者（保険会社 ・共済回体） から金品を受けた ときは、 受領 日、 内容、金額をもれなく 、す

みやかに届出るこ と。
ｉ

４　 治療が完了した場合には、 治療完了日を報告する こと。

令和 年 ＪＥＩ 日

届ｉ者（被保険者）

住所

氏も

※Ｊｉｉ 者の ｊｌ ４５ また はＥＩ押 目１

（ｍ）

（ｊ圭１ ）各保険における根拠ま令は次のと おり です。

殲。康・ Ｒ： １！康保Ｒａ ｌ５ ７１ 、船ａｇ Ｒ： 船ａ４ほまＳ ４５ １、 ｍＲき康９ａ ：■ Ｒ９康９ ＲｊまＳ ６４１１ ｇｉ、

後期高齢者Ｅ療： 高齢者のｌ。療の確保に関する法律第５８条ＩＪＩ

（ま２） ■ＲＳ康保険およ び後期高齢者蚕。療については、ＩＲＳ康９険ま・６４条３ＪＩまたは高齢者の Ｅ！療の確保に

関す るま１奉 ■５８Ｓ３ＪＩの縦定にあづき 、ｉｌＳ償ｔの９なま たはなＭの事Ｓを・Ｒ されてい るＩＲ１１康保Ｓ回

体連合会 を含 みま す。


